
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参
照
条
文

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
（
抄
）

３

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
（
抄
）

３

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
抄
）

４
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○

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
つ
き
ま
と
い
等
」
と
は
、
特
定
の
者
に
対
す
る
恋
愛
感
情
そ
の
他
の
好
意
の
感
情
又
は
そ
れ
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
怨

恨
の
感
情
を
充
足
す
る
目
的
で
、
当
該
特
定
の
者
又
は
そ
の
配
偶
者
、
直
系
若
し
く
は
同
居
の
親
族
そ
の
他
当
該
特
定
の
者
と
社
会
生
活
に
お
い
て
密
接
な
関
係
を
有

す
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
い
う
。

一

つ
き
ま
と
い
、
待
ち
伏
せ
し
、
進
路
に
立
ち
ふ
さ
が
り
、
住
居
、
勤
務
先
、
学
校
そ
の
他
そ
の
通
常
所
在
す
る
場
所
（
以
下
「
住
居
等
」
と
い
う
。
）
の
付
近
に

お
い
て
見
張
り
を
し
、
住
居
等
に
押
し
掛
け
、
又
は
住
居
等
の
付
近
を
み
だ
り
に
う
ろ
つ
く
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

五

電
話
を
か
け
て
何
も
告
げ
ず
、
又
は
拒
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
続
し
て
、
電
話
を
か
け
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
し
、
若
し
く
は
電
子
メ
ー

ル
の
送
信
等
を
す
る
こ
と
。

六
～
八

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
」
と
は
、
同
一
の
者
に
対
し
、
つ
き
ま
と
い
等
（
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
五
号
（
電
子
メ
ー
ル
の
送
信

等
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
身
体
の
安
全
、
住
居
等
の
平
穏
若
し
く
は
名
誉
が
害
さ
れ
、
又
は
行
動
の
自
由
が
著
し
く
害
さ
れ
る
不
安

を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
反
復
し
て
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
つ
き
ま
と
い
等
を
し
て
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
こ
と
の
禁
止
）

第
三
条

何
人
も
、
つ
き
ま
と
い
等
を
し
て
、
そ
の
相
手
方
に
身
体
の
安
全
、
住
居
等
の
平
穏
若
し
く
は
名
誉
が
害
さ
れ
、
又
は
行
動
の
自
由
が
著
し
く
害
さ
れ
る
不
安

を
覚
え
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
警
告
）

第
四
条

警
視
総
監
若
し
く
は
道
府
県
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
（
以
下
「
警
察
本
部
長
等
」
と
い
う
。
）
は
、
つ
き
ま
と
い
等
を
さ
れ
た
と
し
て
当
該
つ
き
ま
と
い

等
に
係
る
警
告
を
求
め
る
旨
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
出
に
係
る
前
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が
更
に
反

復
し
て
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
為
を
し
た
者
に
対
し
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
更
に
反
復
し
て
当

該
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
警
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２
～
５

（
略
）

（
禁
止
命
令
等
）

第
五
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が
更

に
反
復
し
て
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
相
手
方
の
申
出
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
当
該
行
為
を
し
た
者
に
対
し
、
国
家
公
安
委
員
会

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

更
に
反
復
し
て
当
該
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

二

更
に
反
復
し
て
当
該
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

２
～
７

（
略
）

８

禁
止
命
令
等
の
効
力
は
、
禁
止
命
令
等
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
と
す
る
。

９

公
安
委
員
会
は
、
禁
止
命
令
等
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
期
間
の
経
過
後
、
当
該
禁
止
命
令
等
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
禁
止
命

令
等
に
係
る
事
案
に
関
す
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
相
手
方
の
申
出
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
当
該
禁
止
命
令
等
の
有
効
期
間
を
一
年
間
延
長
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
当
該
延
長
に
係
る
期
間
の
経
過
後
、
こ
れ
を
更
に
延
長
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
略
）

10

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
禁
止
命
令
等
及
び
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

11
（
罰
則
）

第
十
八
条

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
九
条

禁
止
命
令
等
（
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
違
反
し
て
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
百

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
禁
止
命
令
等
に
違
反
し
て
つ
き
ま
と
い
等
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
を
し
た
者
も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。

第
二
十
条

前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
禁
止
命
令
等
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
（
抄
）

（
許
可
の
基
準
）

第
五
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
又
は
許
可
申
請
書
若
し
く
は
そ

の
添
付
書
類
中
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若
し
く
は
重
要
な
事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
十
四

（
略
）

十
五

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
を
し
、
同
法
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
警
告
を
受
け
、
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
延
長
の
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
起
算

し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

十
六
～
十
八

（
略
）

２
～
５

（
略
）

○

総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
（
抄
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
三
十
条

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
十
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
総
合
法
律
支
援
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一
～
四

（
略
）

五

特
定
侵
害
行
為
（
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
つ
き
ま
と
い
等
、
児
童
虐
待

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
又
は
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
現
に
受
け
て
い
る
疑
い

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
援
助
す
る
た
め
、
特
定
侵
害
行
為
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
し
て
必
要
な
法
律
相
談
を
実
施
す
る
こ
と
。

六
～
十
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
理
空
間
情
報
」
と
は
、
第
一
号
の
情
報
又
は
同
号
及
び
第
二
号
の
情
報
か
ら
な
る
情
報
を
い
う
。

一

空
間
上
の
特
定
の
地
点
又
は
区
域
の
位
置
を
示
す
情
報
（
当
該
情
報
に
係
る
時
点
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。
以
下
「
位
置
情
報
」
と
い
う
。
）

二

（
略
）

２
～
４

（
略
）


